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2016 年 2 月 12 日 
三菱電機株式会社 

 

家庭用ルームエアコンのリサイクル料金改定 
 
 
 三菱電機株式会社は、特定家庭用機器再商品化法（以下、家電リサイクル法）に基づく特定家

庭用機器廃棄物の再商品化などに必要な行為に関する料金（以下、リサイクル料金）のうち、当

社製の家庭用ルームエアコンのリサイクル料金を 2016 年 4 月 1 日に改定します。 
 
 
 リサイクル料金改定の内容  

品目 

改定 現行 

1 台あたりの 
リサイクル料金 

税抜き 
（税込み） 

1 台あたりの 
リサイクル料金 

税抜き 
（税込み） 

当社製 家庭用ルームエアコン 
900 円 

（972 円） 
1,300 円 

（1,404 円） 

※この料金とは別に、小売業者や市町村などによる収集運搬料金が必要 
 
 
 
 リサイクル料金改定の背景  

 当社は、家電リサイクル法施行の 2001 年 4 月から使用済み家電製品に含まれる資源の有効な

利用拡大に取り組んでいます。特に、当社製の家庭用ルームエアコンは処理工程の改善などが進

み、再商品化率は 95％まで達しています。 
 今回、将来のさらなるコスト削減の可能性も踏まえ、家電リサイクル法の第 20 条に基づき、リ

サイクル料金を改定します。 

報道関係からの 
お問い合わせ先 

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 TEL03-3218-2333 FAX03-3218-2431 
三菱電機株式会社 広報部 


